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積立定期預金規定（ラブ：目標型） 

 

１．（預金の預入れ等） 

（１）この預金は、通帳記載の満期日の３ヶ月前までは自由に預入れができます。 

（２）この預金の預入れは１口１,０００円以上１,０００円単位とします。 

（３）この預金は、口座振替によるほか、現金により当行本支店のどこの店舗および当行のＡＴＭでも預入れること

ができます。この場合は必ずこの通帳を持参してください。 

なお、ＡＴＭでの預入れは現金のみの取扱いとし、営業日及び休日とも預入れ可能とします。 

２．（口座振替による預入れ） 

（１）口座振替の方法により預入れる場合は、引落指定口座、振替日、振替金額等は、別に提出された当行所定の書

面に記載のとおりとします。この場合、普通預金規定、総合口座取引規定または、当座勘定規定にかかわらず

預金通帳および払戻請求書の提出または小切手の提出を省略するものとします。 

（２）振替日が銀行休業日の場合は翌営業日を振替日とします。ただし、満期日の３ヶ月前の応当日が振替日で、か

つその日が銀行休業日にあたる場合には、その前営業日を振替日とします。 

（３）振替日において、次のいずれかに該当するときは、通知することなくその月の口座振替を行いません。 

① 引落指定口座の残高が振替指定金額に満たないとき 

② この預金口座について少額貯蓄非課税制度の適用をうけており、振替入金によりこの預金口座に設定され

た非課税貯蓄の最高限度額を超過するとき。 

（４）引落指定口座、振替日等を変更する場合ならびにこの口座振替を中止するときは、あらかじめ書面によって当

店に届出てください。 

３．（預金の種類、期間等） 

（１）この預金は、口座開設日から３年後の応答日までの任意の日を満期日とすることができます。 

（２）この預金は預入された個々の積立金の預入期間に応じて、次のいずれかの定期預金とします。 

① 預入日から満期日までの期間が１年以上の場合…期日指定定期預金 

② 預入日から満期日までの期間が３ヶ月以上１年未満の場合…自由金利型定期預金（Ｍ型） 

４．（預金の支払時期等） 

（１）この預金は、あらかじめ定めた満期日以後に利息とともに支払います。 

（２）ただし、期日指定定期預金の満期日は据置期間満了日から最長預入期限までの間の任意の日を指定することに

より定めることができます。満期日を指定する場合は当店に対してその１ヶ月前までに通知を必要とします。

なお、この預金の一部について満期日を定める場合には１万円以上の金額で指定してください。 

（３）第２項により定められた満期日から１ヶ月経過しても解約されなかった場合、または１ヶ月経過する前に最長

預入期限が到来したときは、満期日の指定はなかったものとします。 

５．（利息） 

（１）この預金の利息は、次のとおり計算します。 

① 預入金額ごとの預金が期日指定定期預金の場合 

預入金額ごとにその預入日から満期日の前日までの日数（以下「約定日数」という。）について、預入日

現在における次の預入期間に応じた利率によって１年複利の方法で計算します。 

Ａ １年以上２年未満 当行所定の「２年未満」の利率 

Ｂ ２年以上     当行所定の「２年以上」の利率（以下、「２年以上利率」という。） 

② 預入金額ごとの預金が自由金利型定期預金（Ｍ型）の場合 

預入金額ごとにその約定日数について、預入日における当行所定の利率によって計算します。 

③ 第１号および第２号の利率は、当行所定の日にそれぞれ変更します。この場合、新利率は、変更日以後に

預入れられる金額についてその預入日から適用します。 

（２）この預金の全部または一部について満期日を指定した場合の第１項の利息は、満期日以後にこの預金とともに

支払います。 

（３）この預金の満期日以後の利息は満期日から解約日の前日までの日数および解約日における普通預金の利率で計

算し、この預金とともに支払います。 

（４）この預金を第６条第１項により満期日前に解約する場合には、その利息は、次のとおり計算し、この預金とと

もに支払います。 

なお、期限前解約時に適用する利率については、次のとおりとしますが、金融情勢の変化に応じて変更する

ことがあります。この場合の新利率の適用は、当行が定めた日からとします。 
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① 預入金額ごとの預金が期日指定定期預金の場合 

預入金額ごとに預入日から解約日の前日までの日数について次の預入期間に応じた利率（小数点第３位以

下は切捨てます。）によって計算します。 

・預入期間が６ヶ月未満…解約日における普通預金の利率 

・預入期間が６ヶ月以上１年未満…２年以上利率×４０％ 

・預入期間が１年以上１年６ヶ月未満…２年以上利率×５０％ 

・預入期間が１年６ヶ月以上２年未満…２年以上利率×６０％ 

・預入期間が２年以上２年６ヶ月未満…２年以上利率×７０％ 

・預入期間が２年６ヶ月以上３年未満…２年以上利率×９０％ 

② 預入金額ごとの預金が自由金利型定期預金（Ｍ型）の場合 

預入金額ごとに預入日から解約日の前日までの日数について次の預入期間に応じた利率（小数点第３位以

下は切捨てます。）によって計算します。 

・預入期間が６ヶ月未満…解約日における普通預金の利率 

・預入期間が６ヶ月以上１年未満…預入日時点の店頭表示金利×５０％ 

注．ただし、上記①②で算出した期限前解約時に適用する利率が、解約日時点の普通預金利率を下回る場

合、普通預金利率を適用します。 

（５）この預金の付利単位は１円とし、１年を３６５日として日割で計算します。 

６．（預金の解約、一部支払） 

（１）この預金は、当行がやむを得ないと認める場合を除き、満期日前に解約することはできません。 

（２）この預金を解約または書替継続するときは、当行所定の払戻請求書に届出の印章により記名押印してこの証書

とともに当店に提出してください。 

（３）この預金は全額支払と一部支払の取扱いができます。なお、全額払出後、積立を継続しない場合は申出てくだ

さい。申出がない場合は積立は継続されます。 

７．（定期預金共通規定の適用） 

この預金には、本規定のほか、「定期預金共通規定」が適用されるものとします。 

８.（規定の変更） 

（１）この規定の各条項その他の条件は、金融情勢の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、当

行ウェブサイトへの掲載による公表その他相当の方法で周知することにより、変更できるものとします。 

（２）前項の変更は、公表等の際に定める適用開始日から適用されるものとします。 

 

以上 

（２０２３年６月３日現在） 

 


